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特 定 調 達 公 告

平成23年度における島根県立中央病院の医療廃棄物処理業務の委託に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者

に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について次のとおり定めたので、地方公共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第４条の規定により、次のとおり公告する。

平成23年１月14日

島根県立中央病院 病院長 中 山 健 吾

１ 特定調達公告により調達する役務の種類

島根県立中央病院から排出される産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）の収集・運搬及び処分業務一

式

２ 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格、当該資格の審査に係る申請の方法並びに当該資格の有効

期間及びその更新手続

⑴ 入札参加資格審査の申請

入札に参加しようとする者は、⑵により入札参加資格審査を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当する者は、入札参加資格審査を受けることができない。

ア 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

イ 地方自治法施行令第167条の４第２項各号に該当すると認められる事実があった後２年間を経過しない者（その

者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。）

ウ 営業に関し、許可等を必要とする場合において、これを受けていない者

エ 消費税及び地方消費税を滞納している者

オ 島根県税（個人の県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。）についての滞納（納期限が到達していないものを

除く。）がある者

カ 提出書類に故意に虚偽の事実を記載した者

⑵ 審査の申請手続

⑴により入札審査資格を受けようとする者は、次の方法により申請を行わなければならない。

ア 受付方法

オに掲げる書類をエに持参し、又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99

号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同条第９項に規定する特定信書郵便事業者若しくは同法第３条第

４号に規定する外国信書便事業者による同法第２条第２項に規定する信書便により送付するものとする。

なお、提出書類については、事情聴取を行うことから電話により来院日時を事前に連絡すること。

イ 受付期間

定期審査は、公告日から平成23年１月31日までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除くものとする。

随時審査は、平成23年４月１日以降に提出された申請書類を審査する。

ウ 受付時間

午前９時00分から正午まで及び午後１時00分から午後５時00分までとする。

エ 受付場所

〒693－8555 島根県出雲市姫原四丁目１番地１

島根県立中央病院 事務局 経営部 施設管理グループ

オ 提出書類

から までの書類を添付した入札参加資格審査申請書を提出するものとする。(ア) (サ)
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なお、申請書類の入手方法はエの受付場所で直接入手すること。

法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し(ア)

個人にあっては、身分に関する誓約書(イ)

営業経歴書(ウ)

審査基準日直前決算における島根県との取引実績高(エ)

審査基準日前１年における島根県税、消費税及び地方消費税に係る納税証明書(オ)

法人にあっては、審査基準日の直前２年間の営業年度の財務諸表及び財産目録(カ)

個人にあっては、青色申告書又は所得税確定申告書の写し及び営業に必要な設備、機械器具等の明細書(キ)

営業に必要な許可、認可等を受けていることを証する書類の写し(ク)

印鑑証明書(ケ)

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号。以下「法」という。）第43条第５項の規定に基(コ)

づく障害者の雇用状況の報告義務がある場合にあっては、公共職業安定所へ提出した障害者雇用状況報告書の写

し

前各号に掲げるもののほか、病院長が必要と認める書類(サ)

カ 申請において使用する言語及び通貨

申請に使用する言語は日本語とする。

なお、提出書類のうち外国語で記載された事項については、日本語の訳文を付記又は添付すること。

また、金額欄は出納官吏事務規程（昭和22年大蔵省令第95号）第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通

貨に換算し、記載すること。

⑶ 入札参加者の資格審査及び認定

資格審査においては、次に掲げる事項ごとに審査し、別に定める格付基準によりＡ等級及びＢ等級の２段階に格付

けするものとする。

ア 審査基準日の属する事業年度の直前２事業年度の年間平均契約額

イ 審査基準日の直前決算における島根県との取引実績高

ウ 審査基準日の直前決算における自己資本の額

エ 審査基準日の前日における事業に従事する職員の数

オ 審査基準日の前日までの営業年数

カ 審査基準日の属する事業年度の前年度における流動比率（流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分

率で表したものをいう。）

キ 法に基づく障害者の雇用率又は雇用している障害者の数

⑷ 参加資格の審査基準日

審査の申請日

⑸ 入札参加資格の決定通知等

⑶の審査の結果、参加資格を有すると決定したときは、入札参加資格結果通知書（以下「通知書」という。）によ

り通知するとともに、島根県病院局入札参加資格者名簿に登録する。

また、参加資格を有しないと決定したときも、通知書により通知する。

⑹ 入札参加資格の有効期限及び更新手続

定期審査を受けた者は当該審査を受けた年の３月１日から１年間、随時審査を受けた者は当該審査により認定され

た日から直前の定期審査を受けた者の有効期限の末日までの期間、入札参加資格を有する。

⑺ 入札参加資格審査申請書の記載事項の変更等

入札参加資格者は、次のいずれかの事項に変更があったときは、直ちに資格審査申請書記載事項変更届により届け

出なければならない。
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ア 商号又は名称

イ 主たる営業所の名称又は所在地

ウ 法人にあってはその資本金又は代表者の氏名、個人にあってはその者の氏名

エ 使用印鑑

オ 島根県との取引に係る営業所等の名称、所在地又は代表者の氏名

⑻ 入札参加資格の取消し

入札参加者が次のいずれかに該当することとなったときは、参加資格を取り消し、その者に入札参加資格取消通知

書により通知する。

ア ⑴ただし書のいずれかに該当したとき。

イ 入札参加資格審査申請において虚偽の申請をしたとき。

ウ 営業を休止又は廃止したとき。

⑼ 問合せ先

島根県立中央病院 事務局 経営部 施設管理グループ（電話0853-30-6435）
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